
2019 年度農学部・農学府履修案内付録 

（特定事由による欠席に関する補足説明） 
2019 年 4 月 1 日時点 

 

 

 

（６）交通機関の運休・学校感染症・親族の死亡に伴う授業欠席の取り扱いについて 

 

 手続き 

「特定事由による欠席届」（本ファイル 5 ページ目）に事由ごとに次の添付資料を付け、授業担

当教員に提出してください。2 ページ以降のフロー図を参考にしてください。 

 

１）通学に利用する交通機関が運行休止になり、授業に出席出来なかった場合 

  添付：鉄道会社、バス会社のＨＰ等から運休したことが分かるページ等を添付 

 

２）学生が学校保健安全法施行規則に定める学校感染症等の出席停止が必要な感染症に罹患した

場合及び感染の拡大を防止するために、授業に出席出来なかった場合 

  添付：本学保健管理センターで発行した登校可能証明書 

 

３）学生の三親等以内の親族が死亡した場合で、学生が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必

要と認められる行事に出席するために、授業に出席出来なかった場合 

  添付：葬儀に出席したことがわかる会葬礼状等 

  



 

  

学校感染症等に罹患した場合（インフルエンザ）

授業担当教員

・学生から受理した欠席届等を確認し、事案に応じて教育的

配慮の実施

保健管理センター

・登校可能証明書の交付（証明書は原則１部のみ）

学生

・特定事由による欠席届を作成

・登校可能証明書（写し可）

学生

・完治まで自宅療養等とし完治後、インフルエンザ治療薬の

処方明細書、薬の説明紙（インフルエンザの薬が入っていた

袋や薬局処方の薬の紙袋でも可）等を持参し、保健管理セン

ターへ



 

  

学校感染症等に罹患した場合（インフルエンザ以外）

授業担当教員

・学生から受理した欠席届等を確認し、事案に応じて教育的

配慮の実施

保健管理センター

・登校可能証明書の交付（証明書は原則１部のみ）

学生

・特定事由による欠席届を作成

・登校可能証明書（写し可）

学生

・完治まで自宅療養等とし完治後、病院が発行した診断書（病

名と出席停止期間が記載されているもの）を持参し、保健管

理センターへ



 

 

 

 

 

 

 

交通機関運休の場合

学生

・特定事由による欠席届を作成

・運休したことが分かる書類（運行会社のＨＰ等）を準備

授業担当教員

・学生から受理した欠席届等を確認し、事案に応じて教育的

配慮の実施

三親等以内の親族の死亡により葬儀に出席した場合

学生

・特定事由による欠席届を作成

・会葬礼状等（写し可）を準備

授業担当教員

・学生から受理した欠席届等を確認し、事案に応じて教育的

配慮の実施



 

 年  月  日 

特定事由による欠席届 

 授業担当教員 殿 

                     氏   名：               

学科・年次：農学部 

            学科   年次 

学籍番号：          

 

私は、下記の理由により、授業に出席することが出来ませんでしたので、届出ます。 

 

記 

 

① 月 日（  曜日 限目）～ 月 日（  曜日 限目） 

② 授業に出席出来なかった理由について（以下の□枠のいずれかにチェックして下さい。） 

□ 交通機関の運休のため。 

□ 学校保健安全法施行規則に定める学校感染症等の出席停止が必要な感染症に罹患

したため。 

□ 三親等以内の親族の死亡により葬儀に出席したため。 

 

※ 添付資料について 

１）交通機関運休の場合は、鉄道会社、バス会社のＨＰ等から運休したことが分かる

ページ等を添付下さい。 

  ２）インフルエンザに罹患した場合は、インフルエンザ治療薬の処方明細書、薬の説

明紙（インフルエンザの薬が入っていた袋や薬局処方の薬の紙袋でも可）等を持参

し、保健管理センターにて登校可能証明書の交付を受け、添付して下さい。 

  ３）インフルエンザ以外の感染症に罹患した場合は、病院が発行した診断書（病名と

出席停止期間が記載されているもの）を持参し、保健管理センターにて登校可能証

明書の交付を受け、添付して下さい。 

４）葬儀に出席した場合は、会葬礼状等を添付して下さい。 

【参考】 

授業に出席出来なかった場合のガイドライン 

下記の事情により、授業に出席出来なかった場合は、事案に応じて教育的配慮を実施します。 

１）通学に利用する交通機関が運行休止になり、授業に出席出来なかった場合 

２）学生が学校保健安全法施行規則に定める学校感染症等の出席停止が必要な感染症に罹患した場合及び感

染の拡大を防止するために、授業に出席出来なかった場合 

３）学生の三親等以内の親族が死亡した場合で、学生が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認めら

れる行事に出席するために、授業に出席出来なかった場合 


